
 

【統-11】［事業統合（水平統合）］ 

八戸圏域水道企業団 

 

1 基本情報 

(1）都道府県 青森県 

(2）事業体名 八戸圏域水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 26 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 19 年７月～平成 26 年３月（６年９ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 １町１企業団 

南部町、八戸圏域水道企業団 

(7）直近の認可 目標年度 令和２年度 

計画給水人口 328,100 人 

計画一日最大給水量 117,900m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 八戸圏域水道企業団施設配置図 

（出典）「第４次水道事業総合計画～はちのへ水ビジョン 2019～」 八戸圏域水道企業団 平成 30 年９月 

（一部加筆） 
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2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 南部町は、八戸圏域水道企業団の構成市町村の１つであるが、町営の簡易水道が残ってい

た。（二又簡水） 

・ しかし、平成 19 年に二又簡水原水から大腸菌群が検出されたことによるクリプトスポリ

ジウム対策の検討書が南部町より出され、その中の対策案として以下の５案が比較検討され

た。 

①案 膜ろ過設備の導入 

②案 原水監視システムによる制御 

③案 紫外線処理設備の導入 

④案 深層地下水に水源変更 

⑤案 企業団上水道からの分水（後に編入） 

・ 上記５案の中から⑤案が有利と判断され、企業団上水道に接続する計画となった。 

・ 二又簡水の二又配水池へは、企業団の送水管から分岐し、新たに 2.4km の送水管を平成 21、

22 年度の２か年で布設することとした。また、二又配水池の機械、計器及び遠隔監視制御装

置を平成 23 年度に整備する計画とした。これらの施設整備の費用は南部町が負担すること

となった。平成 24 年度から分水を開始し、平成 27 年度を目途に事業統合する計画とした。 

・ 統合時には、二又簡水の簡水債と過疎債が残っているが、企業団は簡水債を引き継ぎ、そ

の償還にかかる金額は南部町から負担金として受け取ることとした。その他の資産等は南部

町から無償譲渡されることとしている。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

基本的に計画通り行ったが、事業統合は平成 26 年４月に前倒しで行った。 

 

 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）事業統合による費用削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 27 年４月～平成 67 年３月（40 年） 

算定手法 統合しない場合の抜本的対策となりうる膜ろ過設備導入に

係る費用と、企業団上水道からの分水に係る費用の比較

（南部町の算出） 

効果算定 

対象費目 

建設改良費、維持管理費、人件費 

評価結果 2.6％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
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ｂ）安定した水質の水道水の供給（定性的効果） 

ｃ）耐震性の向上（定性的効果） 

ｄ）災害時の安定給水（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）安定した水質の水道水の供給（定性的効果） 

ｂ）耐震性の向上（定性的効果） 

ｃ）災害時の安定給水（定性的効果） 

 

 

4 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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【統-12】［事業統合（水平統合）］ 

北九州市 

 

1 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 北九州市 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 24 年 10 月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 23 年８月～平成 24年 10 月（１年２ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 １市１町 

北九州市、水巻町 

(7）直近の認可 目標年度 令和２年度 

計画給水人口 1,002,200 人 

計画一日最大給水量 515,100m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 北九州市水道施設系統図 

（出典）「北九州市の上下水道」（一部加筆） 
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2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 平成 23 年８月に水巻町より「事業統合の要望書」を受け、北九州市上下水道局を挙げて管

理・運営全般にわたって課題を抽出し、対応策について検討・協議を重ねた。統合の条件面

で水巻町と合意に至ったことから、平成 24 年２月に「水道事業の統合に係る基本協定」を締

結。平成 24 年 10 月に事業統合。平成 25 年 10 月１日に料金平準化。 

【事業統合に向けた準備】 

➢ 北九州市の料金システムや配水管理システム等の改修 

➢ 実務担当者による給水面や営業面の細部にわたる調整 

➢ 施設の引継ぎに関する取り決め   

など、各種協定の締結を行った。 

・ また、北九州市上下水道局内で調整会議を開催し、関係各課の意思疎通を図るとともに、

課題解決に向けた進捗管理を行った。 

【検討の際に生じた課題】 

➢ システムの統合 

事務が繁雑になることや混乱を避けるため、事業統合に先立って、配水管理システム

や料金システムなどについては改修によって一元化を図り、統合後、ただちに北九州市

内と水巻町を一体的に管理・運営できる環境整備を行う必要があった。 

➢ 施設水準の格差解消 

法定耐用年数を超過した管の更新（約 11km）の必要や鉛管の残存数量の把握 

➢ 給水管の管理区分や検針期間など制度の違い 

給水管の管理区分や検針頻度の違いを始め、営業、施設関係を問わず様々な制度にお

いて違いが見られた。事業統合にあたっては、これら各種制度のすり合わせを図る必要

があった。また、制度の違いは直接の利害が生じる場合が多く、すり合わせには慎重を

期すとともに、制度が変更されることに伴って不利に働くこともあるため、該当者への

周知徹底と理解が求められた。 

➢ 事業統合後の円滑な事業運営 

事業統合後、北九州市職員が水巻町の地理や施設状況になれるまで、サービスの低下

が生じる可能性があった。 

【課題解消スキーム】 

➢ システムの統合 

事業統合前に水巻町より委託を受けて、北九州市が必要となるシステム等の改修を実

施した。 

➢ 施設水準の格差解消 

事業統合後に北九州市で施設水準の格差解消を行った。資金手当として、水巻町水道

事業の剰余資金を充てるとともに、国庫補助金の活用を図ることで経費の抑制を図った

が、なお不足が生じたため、事業統合後も一定期間水巻町の水道料金に据え置くことで、

北九州市水道料金との間に生じる年間 2.5 億円の料金格差をもって充てることとした。 

➢ 給水管の管理区分や検針期間など制度の違い 

水道料金を除いて事業統合時に、北九州市の制度に一元化することとした。ただし、

検針頻度については、料金平準化前に水巻町の毎月検針制度を北九州市の隔月検針制度
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に変更すると、平準化前の料金で２ヶ月分まとめて請求されることになり、町民の負担

感が大きくなることに配慮して、料金平準化までの間は毎月検針を行うこととした。ま

た、施設など維持管理に関する制度については、水巻町で積極的に地元説明会など該当

者への説明を行い、また、事前に町民への周知のための広報誌を作成して全戸配布を行

うなど周知徹底することで、北九州市への移行に伴う手続きなど円滑に進めることが出

来た。 

➢ 事業統合後の円滑な事業運営 

現状を熟知している水巻町担当職員の配置を依頼した（２年間）。それに加えて、事業

統合後に水巻町民から水巻町に問い合わせ等があった際に、円滑に北九州市の担当部署

に取り次ぎが行えるよう、よくある質問、各課の役割分担や連絡先をまとめた業務案内

本を作成し、水巻町職員へ配布した。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画とおり、事業統合を実施した。 

 

 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）水道料金の値下げ【水巻町】（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 水道料金値下げ率 

評価期間 平成 24 年 10 月～平成 25年 10 月 (１年) 

評価手法 水道料金値下げ率（13 ミリ 20 ㎥/月） 

統合前の水巻町水道料金を 100％として水道料金値下げ率を

算定。 

評価結果 △44.7% 

 

ｂ）受託収益の増加【北九州市】（水巻町における下水道料金の徴収を受託）（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 受託費 

評価期間 平成 25 年４月～平成 26 年３月 (１年) 

評価手法 下水道料金を徴収した件数に単価を乗じて算出 

評価結果 約 16,000 千円 
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ｃ）事業統合による費用削減【水巻町】(水巻町の水道職員は全削除)（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 25 年 4 月～平成 26年 3 月（１年） 

算定手法 水道職員４名分 

効果算定 

対象費目 

人件費 

評価結果 約 30,000 千円 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｄ）分水の解消【北九州市】（定性的効果） 

ｅ）サービスの向上【水巻町】（定性的効果） 

ｆ）地域貢献【北九州市】（定性的効果） 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）水道料金の値下げ【水巻町】（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 水道料金値下げ率 

評価期間 平成 24 年 10 月～平成 25年 10 月 (１年) 

評価手法 水道料金値下げ率（13 ミリ 20 ㎥/月） 

統合前の水巻町水道料金を 100％として水道料金値下げ率を

算定。 

評価結果 △44.7% 

 

ｂ）受託収益の増加【北九州市】（水巻町における下水道料金の徴収を受託）（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 受託費 

評価期間 平成 25 年 4 月～平成 26年 3 月(１年) 

評価手法 下水道料金を徴収した件数に単価を乗じて算出 

評価結果 約 17,000 千円 

 

ｃ）事業統合による費用削減【水巻町】(水巻町の水道職員は全削除)（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 25 年 4 月～平成 26年 3 月（１年） 

算定手法 水道職員４名分 

効果算定 

対象費目 

人件費 

評価結果 約 30,000 千円 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
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ｄ）分水の解消【北九州市】（定性的効果） 

ｅ）サービスの向上【水巻町】（定性的効果） 

ｆ）地域貢献【北九州市】（定性的効果） 

 

 

4 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 

 

5 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献 ページ 

番号 

関連 

事例 

北九州市 自治体の枠組みを超えた

水道事業の広域化－北九

州市水道事業と水巻町水

道事業の統合－ 

坂口 雅典

(北九州市上

下水道局) 

平成 25 年度全国

会議（水道研究発

表会）講演集 

pp.84-85 統-12 

北九州市 水巻町水道事業の北九州

市への統合について 

谷 和雄(北

九州市上下

水道局) 

水道 第 58 巻 第

2 号  

pp.1-6 統-12 
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